
原子力委員会 政策評価部会（第９回） 議事録 

 

１．日  時  ２００６年１０月２５日（水）１０：００～１２：００ 

 

２．場  所  虎の門三井ビル２階 原子力安全委員会第１、２会議室 

 

３．出 席 者  近藤部会長、齋藤委員、木元委員、町委員、前田委員 

        浅田（浄）委員、鈴木委員、田中委員、広瀬委員 

        内藤 香 財団法人核物質管理センター専務理事 

        内閣府 黒木参事官、牧野企画官、中島補佐 

 

４．議  題 

 １．取組状況を踏まえた評価についての議論 

 ２．その他 

 

５．配布資料 

  資料第１号 保障措置関係予算について 

  資料第２号 核燃料サイクル開発機構東海再処理施設における計量管理の改善状況 

  資料第３号 これまでの政策評価部会における議論の整理 

  資料第４号 原子力委員会 政策評価部会（第８回）議事録 

  参考資料第１号 原子力委員会政策評価部会 ご意見を聴く会への参加及びご意見の募集

          について        （平成１８年１０月１７日 政策評価部会） 

  参考資料第２号 北朝鮮の核実験実施発表について（声明） 

  （平成１８年１０月１０日 原子力委員会） 

参考資料第３号 原子力政策大綱に示した核物質防護対策に関する基本的考え方の評価

について 

資料第６号 
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（近藤部会長）おはようございます。 

  それでは、第９回の政策評価部会を開催させていただきます。 

  お忙しいところをご参集いただきましてありがとうございました。 

  本日は平和利用の担保の分野を担当する専門委員の皆様及び有識者として、内藤専務にご

出席をいただいております。 

  なお、浅田委員は本日ご欠席というご連絡をいただいています。 

  それでは、最初にまずは資料の確認からいただきましょうか。 

（中島補佐）それでは、資料の確認をさせていただきます。 

  議事次第にあります配布資料に基づきまして確認させていただきたいと思いますが、まず

議事次第に１カ所間違いがございましたので、訂正させていただきたいと思います。 

  配布資料の参考資料第２号、北朝鮮の核実験実施発表について（声明）となっております

が、その一番下に書いてあります「（平成１８年１０月１０日 原子力委員会）」、このと

き声明を出していますけれども、その声明の日付が一番下に来ておりまして、これはすみま

せんが、訂正の方をお願いいたします。 

  それでは、資料の確認をいたします。 

  資料第１号、保障措置関係予算について、資料第２号、核燃料サイクル開発機構東海再処

理施設における計量管理の改善状況、資料第３号、これまでの政策評価部会における議論の

整理、資料第４号、原子力委員会政策評価部会（第８回）議事録、参考資料第１号、原子力

委員会政策評価部会ご意見を聴く会への参加者及びご意見の募集について、参考資料第２号、

北朝鮮の核実験実施発表について（声明）、参考資料第３号、原子力政策大綱に示した核物

質防護対策に関する基本的考え方の評価について、以上でございます。 

  資料に不備がございましたら、事務局までご連絡をお願いいたします。 

  それから、あわせまして、前回の議論におきまして、ヒアリングを受けまして指摘があり

ました内容について、追加資料として用意させていただきました資料が資料第１号、それか

ら第２号でございます。これについて若干ご説明をさせていただきたいと思います。 

  資料第１号、保障措置関係予算についてでございますが、これにつきましては委員の方か

ら、国内における保障措置の実施にかかる経費、それから保障措置に関する研究開発にかか

る経費、それから国際協力ということから、国際原子力機関（ＩＡＥＡ）への拠出金につい

て、どの程度お金が使われているのかということで御質問がありまして、それについて整理

させていただいたものでございます。 
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  我が国の原子力関係予算につきまして、平成１８年度につきましては、総額で大体約４,

４００億円になってございます。そのうち、国内の保障措置の実際に使われている額としま

しては、大体２６億円程度、それから研究開発に使われている額としましては文部科学省、

それから日本原子力研究開発機構に大体約８億円程度の額が流れてございます。それから、

国際原子力機関（ＩＡＥＡ）への拠出金としましては、一般拠出金約６９億円、これは我が

国の分担率としましては、大体２０％弱、１９.５％をＩＡＥＡの方に負担しているという

形になってございます。また、ＩＡＥＡの一般拠出金の総額につきましては、約２億７,０

００万ユーロとなっておりまして、実際このうちの保障措置にＩＡＥＡが使っている額とし

ましては、１億５３５万ユーロとなっております。 

  資料１につきましては、以上でございます。 

  それから、資料第２号でございますが、核燃料サイクル開発機構におきまして、過去に東

海の再処理施設での計量管理におきまして、相当量のＳＲＤ、受払間の差異があったという

過去の事例につきまして、文部科学省の方から当時の資料をいただきましたので、それを配

布させていただきました。内容につきましては、既に委員の方から前回の会議におきまして

十分ご説明があったかと思いますが、内容について若干説明させていただきたいと思います。 

  東海再処理工場で、昭和５２年の操業開始から平成１４年の９月末現在におきまして、累

積値で２０６キロに達しますプルトニウム量について、ＳＲＤ、受払間差異があったという

ことにつきまして、評価した結果についての資料でございますが、その差異がどういうこと

で生じていたのかということにつきまして、払出側、発電所側の要因と受入側、再処理施設

側の要因と２つにあるということでございます。 

  まず、発電所側の要因としましては、原子炉におけるプルトニウム生成量に係る計算コー

ドによる誤差、それから再処理施設側の要因としましては、入量計量前のせん断・溶解過程

から廃棄される燃料被覆管等に付着したプルトニウム量の過小評価、発電所側の払出から再

処理施設の受入までの貯蔵等の間のプルトニウムの放射性崩壊による核的損耗、これは昭和

５２年から平成６年度について、核的損耗の評価はされていなかったというものでございま

す。 

  それから、清澄工程のフィルター洗浄液における不溶解残渣等の一部として、入量計量槽

を経ずに別ルートで高レベル放射性廃液貯槽に流入していたプルトニウムの存在ということ

でございまして、２０６キロのうち１４７キログラムについて要員が確認され、累積ＳＲＤ

が５９キログラムに修正されたというものでございます。これにつきましては、２ページ目
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の最後ですが、国及びＩＡＥＡによりまして、封じ込め、監視手段の適用や施設への査察、

さらには設計情報の検認や未申告活動探知のための補完的アクセス等の各種保障措置が適用

されており、これらの活動を通じて、ＩＡＥＡも転用のおそれはないと判断していただいて

いるということで報告されてございます。 

  本件につきましては、当時原子力委員会に報告され、文部科学省のホームページにも掲載

されているものでございます。 

  以上でございます。 

（近藤部会長）ありがとうございました。 

  資料の確認ということとあわせて、前回ここで議論になりましたというか、資料が欲しい

と言われたものも含めまして、話題になりましたことにつきまして資料１号と資料２号を用

意したということでございます。 

  これの議論は後でしていただければと思いますけれども、今の時点で何か質問があれば伺

いますが。 

  よろしければ本日の議題に入りたいんですが、その前に参考資料２について若干触れさせ

ていただきます。これは北朝鮮の核実験実施発表について（声明）という、そこに日付があ

りますように、原子力委員会が１０日に出した声明のコピーです。後の方で我が国の平和利

用に係る姿勢に対する国際社会への発信ということが評価の対象になるところ、直近の声明

ですので、参考資料にさせていただいたのです。 

  それから、参考資料の３号、これは前回鈴木委員から、核物質防護の話がスコープに入っ

ているのかということで、入っていませんと、しかもそれは最初に行った安全確保の政策評

価のところで扱いましたとお答えをしたんですが、どんなことを評価したかということに関

して御参考までに評価書の関連部分の抜き書きをお配りさせていただいているものです。 

  この評価を今から変えろと言われてもなかなか難しいのですけれども、常に見直すという

ことが大事なので、ご意見があれば検討する、あるいは少なくとも検討課題として残すこと

もあるでしょうが、とりあえずはお知らせということで配らせていただきました。 

  それでは、本日の主たる議題ですが、本日は前回までに関係者からこういう取り組みをや

っているというご説明をいただいたところ、それを踏まえて我々としてこれをどう評価する

かを議論するステージになりますのでよろしくお願いします。それでその議論の参考にとい

うことで、これまでの取り組みの説明とそれに対してなされた質疑を事務局が議事録等を参

照しながらまとめていますので、それをまずご紹介いただいて、その上でそれぞれの視点に
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ついてご議論、こういうことが重要であると、あるいはこれとこれを更に調査すべきという

ことも含めてご議論をいただくことにしたく思いますので、よろしくお願いいたします。 

  では、資料の３号を説明いただきましょうか。 

（黒木参事官）それでは、事務局の方から資料第３号をご説明したいと思います。 

  政策評価については、昨年１０月に策定した政策大綱に示してある基本的な政策につきま

して、これが関係省庁でどういうふうに取り組んで活動をやっていくか、その実態を把握し、

評価することを通じて、大綱に書いてある政策の妥当性を評価するという手法で進めてきて

おります。こういう観点から、前々回、前回と大綱で何が書いてあるか、それに対して関係

省庁が何をやってきているかということのヒアリングなどを進めてきたわけでございます。

基本的には、この資料第３号はそれを整理したものであります。近藤部会長からお話があり

ましたように、特に議論というのが後ほど出てきますが、個々の区分は先生方の議論をかな

りそのまま書いているような形でありますので、ちょっとそれだけでは不足であるというか、

もっとわかりやすく書かないと意味が通じないとか、そういうことも含めてご意見をいただ

ければというふうに思っています。 

  この資料は５項目に分けておりまして、最初に１項目が黒いちょっと大きめの太い字で書

いておりますが、１．原子力平和利用の原則の維持及び国際的な枠組みへの積極的な参加と

いうところで、５分野の一つということで聞いてございます。この関連で、１．１というこ

とで原子力政策大綱に示している取組の基本的考え方を大綱から基本的にはそのまま抜粋し

て書いております。これは評価の視点のところで、要約した形に示しております。ここでは

平和利用の担保に係る国際的な枠組みに積極的に参加することにより、ＩＡＥＡ保障措置及

び国内保障措置の厳格な適用が確保されているかという点について評価を行う。 

  １．２に関係行政機関等の主な取組状況ということで、この分野は文部科学省が責任省庁

でございますので、前回ヒアリングした内容を書いております。 

  ①国内規制を厳格に適用するとともに、ＩＡＥＡ保障措置を厳格に受け入れている。統合

保障措置の適用によって、原子炉については昨年に比べ年間の査察実績が２６％、人・日で

減少している。我が国における保障措置は計量管理、封じ込め／監視、査察で確認を行って

いる。あわせてＩＡＥＡが査察等により、それを国際的に確認している。実際の運用として

は、国の職員が検認等の活動を行っているとともに、国はＩＡＥＡの査察に関して仲介しな

がら、必要な情報を収集せしめるコーディネーター的な役割を果たしている。計量管理報告

や査察の活動を公表している。より効果的、効率的な保障措置体制に向けた検査、点検を行
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っている。東海再処理工場において、相当量の不明量というか、受払間の差異があった件に

つきましては、ＩＡＥＡに報告し、国際社会の不安を払拭できたという経緯があると、これ

は先ほども説明がありました資料第２号で、当時の文部科学省の発表資料でございます。平

素から平和利用の担保について、世間に対し説明できるように心がけ、ＩＡＥＡについて前

広に懸念について報告し、ともに検証するような体制で取り組んでいきたいという報告がご

ざいました。 

  日本原燃からも、保障措置分析所を施設内に設置し、査察側による分析業務が行われてい

るということ、それから効果的、効率的かつ透明性の高いシステム構築を行って、これをア

クティブ試験の中でシステムの検証を行っていますという話、また担当部署では計量管理、

査察対応に二十数名の人員で対応しているという報告がございました。 

  これを受けた今までの議論としましては、ＩＡＥＡ保障措置を厳格に受け入れ、国内保障

措置制度を整備していると評価し、これにより統合保障措置への移行が認められていること

を記載しております。 

  また、④ですけれども、統合保障措置への移行によって減るのはＩＡＥＡの査察業務量で

あり、むしろ当該国にとっては自国の制度への依存が増し、国や事業者にかかる負担が増え

る場合もあります。 

  ⑤では、プルトニウムの計量管理に当たっては、いろいろな過去の経験を評価し、今後に

生かすべきであると。 

  ⑥はいかに最小限のコストで国内の平和利用について担保するかを心掛け、ＩＡＥＡとも

議論を継続することが重要であります。 

  ⑦として、効率的、効果的な査察を行うかということについて、予算も含めて対処方針を

検討すべきでないか。 

  ⑧で六ヶ所再処理工場については、機微技術情報等の関係から、詳細について公開が難し

い状況もあると。こういう状況の中で、事業者としては国民の質問に対して説得性のある公

開可能なデータがあれば提出してほしい。 

  ⑨として再処理施設は核拡散抵抗性の観点から、いかに評価できるのかなどの議論がござ

いました。 

  次に、４ページでありますが、これは２番目の大きな分野で、国内での意識共有について

であります。 

  大綱の記載は省略し、評価の視点でありますが、我が国の基本姿勢について、国内関係者
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間や国民一般で意識を共有するための広聴・広報面等の努力が行われているかという点です。

国内の問題ですので、これについては主な省庁が文部科学省でございます。説明のあった点

は、文部科学白書と科学技術白書で情報を提供していますということ、それからホームペー

ジ上の公開データベースとして、原子力図書館「げんしろう」において情報を提供していま

す。また、原子力の平和利用に関するシンポジウムを昨年１０月に開催しています。パンフ

レットを相当部数作成し、関係箇所に配布していますという活動の取組がございました。 

  議論として、１点目、この活動の重要性は極めて大きいと。しかし、国民になかなか意識

されていないというのが実情ではないかということです。 

  ２点目はＩＡＥＡの保障措置を厳格に受け入れていることは、一般にはほとんど知られて

いないのではないか、更に広報すべきではないか。 

  ３点目は広報の材料を工夫して、引き続きしっかりとした広報をすべきである。 

  ４点目は原子力の利用を円滑に遂行するために役立つという草の根レベルでの認識が重要

である。 

  ５点目が最近は、関連の事業者には、保障措置等に対して非常に協力的な態度が見られる

ことは評価できるというご意見でございました。 

  次に、５ページからは、３つ目の大きな分野、国際社会に対して発信しているかという点

です。評価の視点につきましては、我が国の基本姿勢について、国際社会に対して強く発信

ができているかという点であります。 

  対外的な話でございますので、外務省が主担当でございます。 

  実施した取組として、１点目、政府代表が我が国の立場について発言している。 

  ２点目、軍縮・不拡散協議において、我が国の方針について説明をしている。 

  ３点目、軍縮・不拡散白書の英語版を作成し、大使館等に配布している。 

  ４点目、ホームページの英語版を作成し、紹介している。 

  ５点目、アジア不拡散協議において、我が国の経験の紹介、資金援助など、追加議定書実

施国の拡大、すなわち普遍化を支援している。 

  ６点目、各国の査察活動を峻別し、査察資源を有効配分するための議論がＩＡＥＡの諮問

委員会（ＳＡＧＳＩ）において行われているという説明がございました。 

  これに対しまして、議論としては１点目、外国の市民の中には、我が国の核保有を疑う声

もある。質の高い広報資料を作成し、発信をしていくべき。 

  ２点目、この分野に焦点を絞った情報発信を積極的に行うべきである。 
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  ３点目は我が国の活動に対する海外での評価について、様々な説明の場を作っていくべき

である。 

  ４点目は保障措置の遵守の取組や国際機関からの評価について、他の国との違いを明確に

するべきである。 

  ５点目は統合保障措置への移行のメリット、これを国外に発信させることは有益ではない

か。 

  ６点目は諸外国の専門家などを見て、日本の政策についても理解できるものがあればよい

のではないか。 

  次のページになりますが、７点目として我が国は保障措置の技術会合開催のための資金提

供等を行っておって、保障措置に関して我が国はかなり努力をしていると言えるというご意

見がございました。 

  続きまして、７ページから４番目の大きな分野として、プルトニウム利用に関する透明性

の確保であります。 

  評価の視点としては、国内におけるプルトニウム利用に関して、透明性を確保するために、

情報の管理と公開の充実が十分に図られているかという点であります。 

  この点につきまして、関係行政省庁としては内閣府等が対応になりますが、前回説明を行

ったところでございます。 

  １点目といたしまして、今年の９月、内閣府等により、我が国のプルトニウム管理状況を

公表するとともに、ＩＡＥＡに我が国のプルトニウム保有量を報告した。 

  ２点目は今年の１月でございますが、電気事業者がプルトニウムの利用の計画、これを公

表いたしてございます。あわせて、日本原子力研究開発機構におきましても、同様にプルト

ニウムの利用の計画を公表しているというご説明をいたしました。 

  ３点目、原子力委員会はそれぞれ公表された利用の計画における利用目的については、現

時点の状況を適切に示しており、プルトニウム利用の透明性の向上の観点から妥当なもので

あるとの見解を示したというご報告をしたところでございます。 

  席上にちょっと左でファイルしてある資料に前回の第８回の資料集が載っておりますが、

その資料の第４号で内閣府原子力政策担当室から、我が国におけるプルトニウム利用の透明

性向上の取組についてということでご報告した内容でございます。 

  それで、前回少しお時間が足りなかったものですから、議論を十分にされてなかったとい

うことで、ここでは記載しておりません。また、後ほどこの関連のご議論をいただければ、
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今後の記載を充実していこうと考えております。 

  続きまして、８ページに最後、５番目の項目として査察等の技術開発等による国内外の理

解と信頼の向上でございます。 

  評価の視点として、平和利用の担保に資する技術開発など、国内外の理解と信頼の向上を

図る取組が進んでいるかということでございます。 

  関係行政機関等の主な取組状況ということで、日本原子力研究開発機構より報告を受けた

点を記載しています。 

  １点目は保障措置効率化技術や高精度の計量管理技術や環境サンプリング分析技術等の研

究開発を行っていますという点、２点目は核拡散抵抗性の評価手法について、国際的な議論

に参加したり、透明性向上のための研究にかかわる海外研究機関との協力体制を構築中であ

る。 

  ３点目は核不拡散に関連する政策立案を支援するための政策研究を機構の中で実施してい

る。 

  ４点目は委員会を設置したり、フォーラム等を通じた情報共有を行ったり、人材育成の観

点から教育機関との連携などをこの関係で実施していますという説明がございました。 

  これに対する議論といたしましては、１点目は不断の保障措置関連技術の研究開発が必要

であり、これは我が国の国際貢献という点から、透明度を高める努力という点からも、極め

て重要であるということで、基本的開発の重要性の意見が出ております。 

  ２点目、クリーンラボなど、国際的に非常に貢献しており、ＩＡＥＡにも期待されている。 

  ３点目、我が国のＩＡＥＡに対する技術支援計画、ＪＡＳＰＡＳの中で開発したシステム

などが実際のＩＡＥＡの査察において使われているなど、国際的に貢献している例は多いと。

しかし、予算が先細り状況で、我が国への期待に沿えない状況になっている。 

  ４点目、予算不足のため、技術開発が停滞することは避けるべきではないか。 

  ５点目、開発した技術はＩＡＥＡに売り込むという取組は弱いのではないか。 

  ６点目、我が国はシステムとしてつくり上げる技術能力に長けておって、国際的にも貢献

している。今後は技術開発のニーズを正しくとらえ、ＩＡＥＡとメーカーを結びつける接点

をつくることが必要。 

  ７点目、メーカーにとっては市場規模が非常に小さくて、商業ベースに乗りにくいという

ご意見がございました。 

  以上であります。 
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（近藤部会長）ありがとうございました。 

  以上のこれまでの説明と議論のまとめを踏まえて、この分野の政策に対する取組について

の評価をまとめるべく、議論をお願いしたいと思います。 

  ただ、最初の会議でご説明し、資料にはちゃんとわかるようになっていますが、この最初

の１．１の政策、この平和利用の原則云々のところの書き方が大綱では②しか書いていませ

ん。①はファクトで、②が政策になっているということ、つまり、政策としては今後とも非

核三原則を堅持しつつ云々、これが政策の基本的な取組になっているということをちょっと

念のために申し上げます。 

  で、議論の進め方ですが、よろしければ資料の５分野について、それぞれの分野ごとにご

議論いただくということで進めていくのが効果的、効率的かと思いますので、よろしければ

そういう形でいきたいと思います。よろしゅうございますか。 

  それでは、まず最初に１．の平和利用の原則の維持及び国際的な枠組みへの積極的参加と

いう分野についての議論をよろしくお願いします。 

  どうぞ、鈴木委員。 

（鈴木委員）前回の議論のまとめとして、結局統合保障措置を入れたことによって、ＩＡＥＡ

の査察は負担が減ったけれども、国内の現場の方の負担が増えている議論があったんですが、

これは事実確認はどうなったのかをちょっとお聞きしたいのと、もし確認できたのであれば

その数値なりデータなりを聞かせていただきたい。これは前回も非常に、今後の追加議定書

を推進する上での重要なインセンティブになるのか、ディスインセンティブになるのか、こ

こは重要なところかなと。 

（近藤部会長）私の記憶では、前回は、回数は減ったけれどもいつ来るかわからぬというシス

テムになったので、かえって、何時でもクレーンを動かせる体制にしておくとか、待機コス

トが増えたという感想を現場が持っている。しかし、それをどう計量するかと。ランダムア

クセスに対応するべく３６５日待っているというシステムをつくらなければいけないという

ことを負担量としてどう整理しましょうかねということで終わったと記憶しています。で、

私どもとしてはそれっきりフォローしてないと思うんですけれども、そうですね。 

（中島補佐）そうです。 

（近藤部会長）ですから、そこはあなたは聞いているわけだから、その整理の仕方についてご

提案していただくとありがたいと思います。 

（鈴木委員）まず、そうしたら単純な話として、前回の話でもあったのですけれども、査察実
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績データの「人・日」に「スタンド・バイ」に関する作業などが入ってないのであれば、ま

ず入れる手もありますよね。それによって、そこの部分の負担が明らかになる。これは国側

の査察実績人・日だけではなく、この間のお話には、現場の方、民間事業者の方の負担とい

うのもあるのではないかということだったと理解しました。そうであれば、民間の方のデー

タを出せるようにしていただければさらによいかと思います。これは多分１年、２年でわか

るものではなくて、恐らく今後もずっとやっていくと、システムが落ち着いてくれば、追加

議定書をやることによる効果というのは多分出てくると思いますので、１年、２年で判断す

るというよりは、むしろ今後逐次データを集めていって、追加議定書による全体としては結

局負担が減るんだということを証明していくことが大事ではないかと思います。 

（近藤部会長）どうぞ、内藤さん。 

（内藤専務理事）何と何を比較するかということになると思うんですよね。ＩＡＥＡの現場へ

の査察の人・日のデータというのがあるわけですよね。明らかに減っているわけです。何が

負担かというのは、現場という意味は施設側というものもあるのですが、国の査察官も例え

ばショート・ノーティス・ランダム・インスペクション、短時間通告ランダム査察、これは

燃料加工工場で行われているのですけれども、それは毎日、査察通告の時間を限りまして、

その時間帯に通告がなければ査察は行われませんが、通告がなされれば２時間後に加工工場

で視察が行われる。だから、毎日待機しなきゃいけないわけですね。それは国の査察官、そ

の代行を行っている核物質管理センターの人間もそうなんです。ですから、査察人・日と言

っているのは現場の人・日であって、そういった待機要員の部分は考慮されていません。ま

た、以前申し上げましたように、発電所の場合ですと査察によっては運転資格を有するクレ

ーンのオペレーターが必要になるかもしれないから、そうした人をいつでも用意できなきゃ

いけない。そういうもろもろの負担増を定量化するのは非常に難しいと思うんですね。それ

が１つと。 

  それから、追加議定書に基づいて出てきたことですから、追加議定書の義務というのは、

補完的アクセスだけではなくて、未申告活動の探知に関連して、核物質を伴わないような研

究開発活動とか、あるいは機微な機器の製造とか輸出とか、そういった情報も出させなきゃ

いけないわけですね。ですから、そういった拡大申告に伴う労力というのはあるわけで、必

ずしも人・日の話だけではないと思うんです。ただし、それによって何が行われるかという

と、その国の原子力活動の透明性がさらに拡大するというわけですね。今までは申告活動し

か、しかも申告された核物質が平和利用に限定されているかどうかということだけだったわ



－11－ 

けです。しかし、追加議定書の実施によって、それ以外にその国に未申告の原子力活動とか、

あるいは研究が、あるいは核物質がないかどうかということが明らかになるということなわ

けでして、例えばイランで現在問題になっているように、イランも暫定的に追加議定書をや

ってみたところ、ますます白くなるどころか灰色といいますか、疑惑が深まってきて、説明

をすればするほどもっと説明が求められて、イランも閉口したからではないかと推測します

が、現在ではもう追加議定書は履行しないと、こういうことになっているわけです。だから、

そういう意味からしますと、負担だけを強調するのはふさわしくないと思うんですね。その

ことによって、何が得られているかということを考えたバランスだと思うものですから、追

加議定書なり統合保障措置になるのは負担だけが増えたということだけを論ずるのはバラン

スを失した議論であって、むしろそのことによって、国際社会の信用が得られていることが

重要だと思うんですね。 

  以上です。 

（近藤部会長）座長がこれ以上しゃべっちゃいけないのだけれども、統合保障措置は負担が軽

減するというのは、だれが言ったことなのかということなんです。それは本来ＩＡＥＡの労

働の最適化、ＩＡＥＡの活動のエフェクティブスを上げると、効率を上げるという、そうい

う観点で用意されたシステムであって、個々の国のことを考えているわけではないのですね。

国については逆に透明性、追加議定書も入れて透明性をもっと向上するという目標があった

のであって、イランでＡＰはどこから入ったんだっけ。 

（内藤専務理事）追加議定書のきっかけですか、きっかけは疑惑が指摘された際、透明性向上

のための措置として講じられたものです。 

（近藤部会長）そういうことでトータルとしてはむしろ国の負担はふやす方向に行くシステム

なわけです。 

（鈴木委員）もちろんそれは存じ上げているつもりで、追加議定書の価値を認めてこれから推

進しようとしている国に対してのインセンティブとして、国の負担が減るのか、増えるのか

ということで、負担が増えるならば追加議定書に参加したくないという人が出てくると困る

ので、実際にはそういうこともあるのではないかということをこの間議論をされたのではな

いかと思います。 

（内藤専務理事）だけれども、それによって、その国の透明性はもっと増すわけです。だから、

それとのバランスだということです。得るものがあれば失うものもあるわけですよね。 

（鈴木委員）本当に増えているのなら、増えているということも示す必要が私はあると思いま
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す。 

（内藤専務理事）増えているという意味は、査察の人・日だけではなくて、その他いろいろな

負担は増えていますよと。 

（近藤部会長）そこはアグリーにします。だから、その辺はちょっと我々も書き方を考えます。

資料を整えます。先生がおっしゃるところは、今ブラジルが言っているとことなのです。調

べてみたら増えるんだと、でもそんなことする必要があるのかと。 

（鈴木委員）増えるけれども、メリットがありますよと言うのか、実は増えませんと言うのか

でえらい違うと思います。 

（近藤部会長）私は、増えませんという話はどこから出てきたのか、ということをクリアにし

たいのです。むしろ、日本で受け入れるときにそんな説明を聞いて受け入れたのですかね。 

（内藤専務理事）町委員もこの間おっしゃったと思うのですけれども、ＩＡＥＡで追加議定書

の議論がなされたときに、要するにＩＡＥＡの加盟国が追加議定書をやることによって、Ｉ

ＡＥＡのコスト負担、予算、が増えたら困るとの指摘に対して、ＩＡＥＡ側は当初の移行期

間には増えるかもしれないけれども、経験を積むことでいずれオーバーシュートして下がっ

て、最終的にはコスト・ニュートラルですと。コストは変わりませんと、減るとは言ってな

いんですね。変わりませんという説明だったのですが、最近は、それも言わなくなったんで

すよね。しかも加盟国側もそれ以上追及してないんですよね。追加議定書によるメリットと

いうのは非常に評価していますから、そういうことがあるのです。ですから、査察業務量が

減るというのは、ＩＡＥＡの査察業務量が減るということであって、それ以上のことは何も

言ってないのです。 

（鈴木委員）それは大事なことで、ＩＡＥＡ全体の査察量が減れば、当然負担金も減るわけで

すから、トータルとしては各国の負担も減る可能性は十分にあるわけですよね。だから、そ

ういう目的もあると思うんです。 

  それと、もう一つ査察実績が減っている中に原子炉の方が減っているけれども、燃料サイ

クルの方が増えているというのも当然あるわけですから、これを追加議定書の一つのメリッ

トである本当に機微な施設に対する査察をふやし、そうでないものは減らすということもあ

ると思いますので、その点も明らかにしていく方がいいんじゃないかと私は思います。 

（近藤部会長）論点は整理できましたね。ロードが減る、増えるは本質的な問題じゃないわけ

で、我々はどういうシステムを受け入れているかということが大事なこと。その御利益を負

担の点から世界に発信する責任を我々が持っているかのと、それはＩＡＥＡの仕事であって、
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ここでのメインイシューじゃない。ただあなたのおっしゃる日本での実績整理をして、国際

社会に提供することはできるし、それも発信の一部だという意味でやった方がいいので、そ

れは整理しましょう。そういうことでいいですね。 

（内藤専務理事）補足して申し上げますが、この間室谷室長がおっしゃった発電量炉では減っ

ているけれども、再処理では増えているとおっしゃった趣旨は、たまたまそのときにウラン

試験が始まったりして、再処理の業務量が増えていますというご説明だったので、そういう

趣旨でおっしゃったということであります。 

（近藤部会長）それでは、ほかの話題。 

  齋藤委員。 

（齋藤委員）申しわけないですけれども、今の問題に関連して、発電所を有する原子力事業者

にとっては負担が減っているのか、増えているのか。要するに、統合保障措置に移行したこ

とによって、従来の原子力発電事業者にとっては負担は減っているのは減っている。内藤専

務理事のおっしゃった２時間前の通告の査察もあるが、それに対しても事業者としてはいか

に合理的に対応するかということによって、コストミニマムになっているということもあろ

うかと思うんですね。ですから、その辺のところがある程度の説明はできればしておいた方

がいいのではないかという感じがいたします。 

（近藤部会長）とにかく増える、減るとか、そういう説得的ですけれども中身の薄い議論はや

めましょう。大事なことはここで言う透明性の確保の手段として、それでもって我々が原子

力利用を行えているということ。そのツールとしてのエフェクティブ、エフィシェンシーに

ついて議論するのは制度設計論としては大事なんだけれども、余りにもそこだけにこだわっ

てしまうのは、原子力委員会としてつらい。 

（内藤専務理事）実は極端に言えば、事業者にとっては統合保障措置でも何でもいいんです。

要するに、査察官が定期的に来て、その来る時期がわかっていて、それに対応できる方が非

常に楽なんですね。実際には統合保障措置に移行するに当たっては、電気事業者、ほかの方

も含めて、大変抵抗があったんですよ、今のままでいいですよと。ただし、国としては透明

性を確保するためにこれだけのことが要るんですということを説明しつつ、ご協力を得てい

るんです。ですから、今、委員長からお話があったように、増えるか減るかというところだ

け攻めていくと、何か変な形になってしまうので、むしろ追加議定書、統合保障措置によっ

て、どういうものが得られるかということの方を強調していただいた方がいいと思います。 

（近藤部会長）これについては、データをちゃんと整理することをお約束して、この減る、増
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えるの話についての問題提起はもう受け付けません。ほかの話題で。 

  前田委員。 

（前田委員）ほかの話題で、今迄一遍も議論で出なかったことなんですけれども、本来は前回

のここで僕は確認しておくべきだったかなと思っていることなんですが、それは特に再処理

工場とか、そういうところ、あるいはこれから出てくるＭＯＸ工場についてですけれども、

そういった核物質利用だとか、あるいは技術も含めて機微な情報を扱うことに対するプロテ

クションをどういうふうに取り組んでいますかということを事業者から確認していく必要が

あるんじゃないか。もっと具体的に言うと、私は最近いろいろ問題になっているパソコンか

らのウイニーによる情報の流出があるわけですけれども、それが基本的に今議論しているテ

ーマに対してどの程度のあれがあるのかわかりませんが、そういった機微な核物質の諸材料、

その他も含めていろいろな情報がいろいろなところから流れていくということは防ぐ必要が

あるということで、各事業者から皆さんがご賛同いただくならば、何か説明する紙を出して

いただいたらいかがなということで提案します。 

（近藤部会長）そのことは核物質防護のところの議論で決め事がどうなっているかと確認する

べく取り上げるべきだったんですけれども、たしか確認はしていませんね。常識的に処理さ

れていると思ったものですから。ここでどうするかちょっと考えたいと思いますけれども、

何かご意見は。 

（内藤専務理事）ＩＮＦＣＩＲＣ／１５３に基づく査察、それからＩＮＦＣＩＲＣ／５４０、

追加議定書に基づく補完的アクセスの場合に、立ち入りによって機微情報に接するリスクが

あるということがありまして、その対応として２つあります。 

  １つは、例えば設計情報の検認というようなときに、施設の図面とか、あるいは写真とか

というものを撮った場合に、それをＩＡＥＡの本部に持って帰るのではなくて、施設の保管

庫にＩＡＥＡ及び施設の方が鍵をかけ、鍵がなければあけられないようにして保管する、外

には持ち出さないと、そういう管理をするという方法が一つあります。 

  それから、さらには保障措置上の秘密、セーフガード・コンフィデンシャルという守秘義

務がありますので、それらの情報には、必要最小限のＩＡＥＡ職員しか接することができな

いようにしているということがあります。 

  それから、実際にＩＡＥＡ査察官が立ち入る際に、施設者は機微なものについては事前に

プロテクションをかける。見せないようにするといいますか、そういうことも可能なような

規定ぶりになっております。ですから、そういうことによって、機微な情報の漏洩を最小限
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にするという、そういう工夫はされております。 

（前田委員）私はそういう点はきちんとされていると思うんですけれども、私が今申し上げた

のはそういうことじゃなくて、従業員、技術者が持っているいろいろな仕事上のデータをパ

ソコンから不用意にウイニーや何かを通じて外部に機密情報が漏れてしまうことのないよう

にする必要があるわけで、それが私の聞いている限りでは相当厳密に管理はされているとい

うふうには聞いているんですけれども、この部会としてそういう管理をきちんとかくかくし

かじかやっていますよということを確認しておくのがいいんじゃないかというのを提案です。 

（内藤専務理事）ご質問の趣旨がどういう意味かわからず、先ほどのお答えをしましたが、要

するに平和利用の担保のため、査察実施上の情報保護とは別にということですね。はい、わ

かりました。 

（近藤部会長）前回の安全確保の評価の中で、核物質防護対策についてご議論いただいた中で、

各関係行政機関等の取組の中で、保安院が核物質防護にかかわる機微機密保護制度、秘密の

範囲を定め、事業者に提示してあるというが、参考資料の３号の３ページ目の一番上に書い

てあります。こういうことで、ちゃんとなされていますと報告を受けて、我々はそういうき

ちんとしたことがなされているということで、それをよしとしたんだけれども、前田委員の

おっしゃったのは、現場はその点でどういった苦労をしているとか、あるいはちゃんとやっ

ていますとか、それは担保がどうなっているとか、そのディテールについてまではここは調

査もしなかったし、話を聞いてないとの指摘をされたわけです。私としてはそれはＰＰのと

ころの問題なので、ここでどう扱うかと悩んでいます。 

（前田委員）半分ぐらいＰＰの問題だと思うけれども、半分ぐらいは機微技術の漏洩という、

要するに核物質へのアクセスそのものじゃなくて、いろいろな機微技術の漏洩という点では、

平和利用の担保ということにかかわってくるのではないかと思います。広く情報の話なんだ

から。 

（近藤部会長）わかりました。ただ、この政策大綱はそれはＰＰマターと整理をしたので、こ

こには対象とする活動として出てこないのです。項目を起こすか、ただ済んだということで、

議題にしていけないということはないので、そこはその点について特に議論する素材をここ

に持ち合わせていませんので、資料等を準備して次の議会にご議論いただくことにします。

ありがとうございました。 

  齋藤委員。 

（齋藤委員）全く別な話ですが、くどいようでありますけれども、今の１．１の②の前半、
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「我が国は原子力の研究開発及び利用を現に平和の目的に限って推進し」、ここをとらえた

ときに、原子力施設の設置、あるいはその設置変更許可が提出されたときに、行政庁並びに

原子力委員会はそこを現に審査していますということが初めにあって然るべきと思いますの

で、それを書いていただいたらどうかというのが私の提案です。 

（近藤部会長）さっき私が②のことを強調して言ったのは実はそこなのです。最初の会にここ

でお出しした資料はそこは割とはっきり書いてありまして、そもそもＩＡＥＡがあるから、

我々は平和利用をやっているわけではなくて、我々は平和利用の担保活動をやるということ

があるので、ＩＡＥＡであろうがなかろうが、そのことについて説明責任を果たすことをや

らなければならないところ、たまたまＩＡＥＡのツールがあるものですから、二人三脚でこ

れを大変便利なものとして使って説明してきているんです。けれども、そもそも入り口論と

して、設置許可の段階で我々は平和の目的に限ってということを確認して許可をしているの

で、そこのところはちゃんと書いた方がいいという御指摘はおっしゃるとおりと思います。

ただ、そこで紙に書いた審査基準があるか、書いてあるものがあるかと言われるとつらいと

ころもある。我々は合議で決めてきているからです。当然にたくさんの判断をしてきたこと

は議事録等に明らかなので、そこをどう整備をするかということだと思いますけれども、何

か整理したものを用意して行政行為の紹介を書き込んだ方がいいというふうに思います。で

すから、項目をちょっと変えさせていただいた方がいいかなと思います。ありがとうござい

ました。 

  ほかに。 

  では、２番目にいきましょうか。 

  ２、国内での意識共有の点について、これはいかがでございましょうか。 

  ここはやっています、やっていますと書いてあって、これでいいのかという返しがあって

○になっているんですけれども、前田委員。 

（前田委員）前回の議論のときに、プルトニウム利用計画が公表されているということがどう

ももう一つはっきりしないというご意見がありましたし、それから今回出ている北朝鮮の核

実験に対する原子力委員会の声明も残念ながら余りプレス等に公表されてなくて、後から出

たと思われる原子力学会とか原子力産業協会の意見が何か報道されているというようなとこ

ろがあって、これは原子力委員会の広報の仕方にも一工夫あってしかるべきでないかなと思

いました。 

（近藤部会長）甘んじて批判を受けたいと。 
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（木元委員）いろいろな意味で本当に歯がゆい限りです。こちらの４ページに書かれているこ

とはそのとおりなんですけれども、これは歴年の課題なのですが、やったという報告、やっ

ているという報告はあります。しかし、その結果、目的が達せられたかということについて

のご報告は何もない。ただ、自己満足で終わっているということがあるのです。例えば国、

事業者、任意団体などがシンポジウムを開催して、いろいろなお立場の方とお話をしてみる

と、情報が全然届いていないということがあります。 

  ちょっと原子力委員会の宣伝になるかもしれませんけれども、市民参加懇談会をさせてい

ただいているんですが、そのときに、掲げているテーマの副題として必ず入れているのは、

「知りたい情報は届いていますか」ということです。ご報告がいろいろあるんですけれども、

あえて申し上げれば、ご自分たちがお考えになって、これさえやっておけばいいだろうとい

う自己満足的な形での広聴であり、広報であるんですね。ですから、情報を受け取る方たち

に伺ってみると、情報は来てないと。行っているでしょう。いや、来ていない。それは、具

体的に言えば言葉が難しいとか、常に同じような話題ばかり掲げていて、中身も同じで突っ

込んでいないだとか、私たちはここが知りたいのにその情報がないというひどい状況にある

ことがあるんですね。ですから、それを何かうまく表現できないかなと考えているんですけ

れども、それは相手によっても違いますから、広聴の部分で、どういう情報を、どんなふう

に、きめ細かく届けるという努力をしているかというのことを、反省材料としてぜひ挙げて

いただきたいなと思うんですけれども、どこにどういうふうに書いていいか、今ちょっと考

えつかないんですが…。ありがとうございました。 

（近藤部会長）ここのところ、それから次の国際社会への発信とあわせて、発信というのはな

かなか本人は発信したつもりでも、なかなかうまくいかないですね。 

  どうぞ、齋藤委員。 

（齋藤委員）私もここに書いてあるとおり、やっていることはやっていると承知しております

が、なかなか一般の国民のところまで届かない。これは本当にどうすればいいのかいつも悩

ましい問題であるわけです。 

  一般国民は新聞、テレビ等を一番情報源として見ているものでありますので、私どもなり

行政庁なり、しかるべきところが定例的に、少なくとも年１回ぐらいマスコミに何かこうい

うことを報告して、マスコミになるべく書いてもらうという努力もやっていかなければいけ

ないのではないかと感じた次第です。 

（近藤部会長）浅田委員。 
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（浅田委員）ここに文部科学省として１番から４番まで書かれていることは、確かにやられて

いることだけれども、これが一般国民に届いているかどうかというときに、一般国民の人た

ちが日ごろ関心を持っていなければその情報はとられないんですね。一般の人たちはどうい

うところに関心を持っているかというと、自分にとって関係があるのか、自分に損なのか得

なのか、結局はそういうことだと思うんですね。だから、日ごろから生活のレベルで関心を

持ってもらうということだろうと思います。そうすると、今回のような北朝鮮の状況があれ

ば、これは一気に自分の問題として、あるいは国の問題としてとらえる、逆にチャンスであ

るんじゃないかなと思います。 

  そんなところにちょっとヒントがあるのではないかと、日ごろＷＥＮの活動を思いながら

感じます。 

（近藤部会長）きのうのどこかの新聞の夕刊で鈴木さんの名前があったね。一言感想を。 

（鈴木委員）難しい課題だと思います。多分マスコミの方とか一般の方は通常もそうですが、

特に何かあったときにすぐに答えてもらうことを期待していると思います。先ほどの原子力

委員会声明についていえば、北朝鮮の核実験があったときに、原子力委員会は何を考えてい

るんだろうかということは、聞きたいと思うんですね。安倍首相が日本は核武装しないとい

うことをテレビでおっしゃったと、あるいは国会で発言したときに、その前に原子力委員会

が首相に対してこういうことは早く発言した方がいいということを言ったと、そういうよう

な事実があれば、原子力委員会がリーダーシップをとって、首相に対して提言したとか言う

ことでニュースになったのではないか。いずれにせよかなり早い反応をすることが大事であ

って、これは１０日に発表されているわけですから、これは多分首相の声明より早いんです

よね。だから、それがマスコミに届かなかったというのは残念なことで、スピードが一つだ

なというのが感想です。 

  もう一つは、委員会全体で意見をまとめるのは大変かもしれません。したがって、委員の

方々が個人の立場でご発言されることも重要だと思いますので、そうなれば原子力委員だけ

れども、個人の立場でテレビに出られたりされている方はもちろんいらっしゃいますけれど

も、マスコミに出られたりされて、核実験に対して国民の関心が高まっているときに、原子

力委員の顔が見えないというのはやや残念だなという気はします。 

（木元委員）このことになると、すみません一言。 

  メディアにおいて、これは例えば顔を出して自分の責任で物をしゃべるときは、その局の

意見ではなくて、筑紫さんであれ、古館さんであれ、その主観が入るのはやむを得ないです。
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ですから、メディアから出る情報は絶対に正しいとだれも思わないだろう、正しいというか、

これが唯一無二の事実であるというふうにはとらないだろう。それは、メディアリテラシー

がないと受けとめられないことではありますね。それは、関心を持っている、持ってないと

いうのも受け手の土台にあるんですけれども、それでも流れてくる情報に、洗脳に近いもの

がありますよね。ですから、それはそれとして、送り手は心して発信しなければならない。

私も原子力委員という肩書ではなくて、自分の意見で原子力に関してなり核燃料サイクルに

対して、現状の報告みたいなものをすることがあります。でも、それも私自身を通してのメ

ッセージですから、受けとめる方がどういうふうに受けとめていらっしゃるかというのは考

慮すべき問題ではあります。安倍さんの問題その他は、これは前の委員会で、１９９８年の

インド、パキスタンの核実験の際、委員会でわめきました。でも、それはなかなか取り上げ

られなかったんですが、結局、初めてのケースとして、本当は抗議声明と出したかったんで

すけれども、抗議は取って単なる声明ということで出すことはできました。私は自分で頑張

ったと思っています。 

  その後で２００２年のときに、まだ安倍さんが官房副長官か何かのとき、早稲田大学で講

義をなさった。そのときに、核武装しても憲法違反ではないということをおっしゃって、当

時の官房長官が福田さんだったんですけれども、福田さんも憲法違反ではないと、最初是認

するような発言をなさった。委員会としてはこれはおかしいと言った方がいいと考え、私は

定例会議の場所で発言しました。でも、それは私個人の見解であって、原子力委員会として

は別にそのことに対しては発言する立場にはないという見解で何のアクションもとらなかっ

たんですね。この日、メディアがかなり来ていたんです。それは原子力委員が何か言うだろ

うという期待感もあったと思うんですが、そういう論争があったということだけは新聞記事

になり、その後で朝日新聞の方から、あなたは書く意思があるならば「論壇」に書いて欲し

いと言われ、実際に「論壇」にそのことを書きました。それはここに書いてあることすべて

を網羅して書いたんですけれども、そのことについて私がびっくりしたのは、委員会の中で

はいいとか悪いとかおっしゃらなかった。しかし、委員会で何も了解を得ないで書いたとい

うことにクレームをつける方もいらっしゃいました。私は了解を取りませんでしたから。そ

れがあった後で、じわじわと、いろいろな方々の、一般の方からのお声もあったり、こうい

う保障措置とか平和利用についてのご議論があった場合に、一委員としてだけれども、あそ

こにああいうメッセージを出したことは正解だったという評価もいただいたんですが、まだ

この件に関しては、私の中ではもやもやしているんですね。こういう場合に、また、今回の
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ことでも、平和利用ということはこういう機会じゃないと強調できないという思いがあるん

ですね。ですから、それをこういう評価の場所でどういうふうにコントロールして、どうい

うふうに表現できるかというのは、私の中では解決法がなかなか見つからない。原子力委員

会という立場はどうあるべきか、それをきちんと出さなければいけないという思いがあるの

ですが、それをどういう形でメッセージを送れるかということで、まだ悩んでいます。 

  ありがとうございました。 

（近藤部会長）ありがとうございました。 

（田中委員）いわゆる今広報は難しいという話があったんですが、広報というのは国際的にし

ても国内にしても、ポイントが２つあると思うんですね。 

  １つは、広報の相手、一般市民というものに対しての説明というのは、先ほど木元委員か

らの発言にもありましたけれども、非常に易しい言葉で発信してやらなくちゃいけないと。

だから、例えば原子力平和利用とか核不拡散とか、こういう言葉は使っている我々の中では

当たり前の言葉なんだけれども、本当に市民に対して発信するときには全然違うんですね。

もっとわかりやすい、市民レベルの言葉にしなくちゃいけないというのが広報の一つの大事

なことなんですね。 

  ですから、ここに４つほどこういう広報をしましたということで出ているけれども、そう

いう目で見たときに、本当にそういう易しい言葉、わかりやすい説明がしてあるのかと。こ

れは別に原子力だけではなくて、会社の仕事にしても、いわゆる学会にしても、概して本当

によくわかっている連中というのは、本当に易しい言葉で説明できるんですね。これがわか

らないと難しい言葉がいっぱい出てくるというところが一般的にあるので、広報というのは

そういうことに気をつけなくちゃいけないということと。 

  それと、もう一つのポイントというのは、広報というのは目的をはっきりさせないといけ

ないので、例えば確かにここには平和利用しているということを広報するんだと、こういう

形になっているけれども、さっきの第１の市民にわかりやすいという意味からいったら、た

だ平和利用という漠然とした話じゃなくて、何かもっと絞った、例えば原子炉の放射線漏れ

だとか何とかということを取り上げて、ここでこういう広報をするんだというような形で、

物事を絞るということと易しい２段、３段降りたところでの説明をするという、これが広報

のポイントだと思うんですね。 

（近藤部会長）そういうご提言をいただいたと整理するしかないのかな。 

  どうぞ。 
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（木元委員）テレビでは私も言っていることですが、原子力委員として肩書が出たときに、原

子力委員会はこういうことをやっているんです、原子力を平和利用するんです、その平和利

用の番人ですといったり、原子力基本法だとか、非核三原則、ＮＰＴ条約にのっとって、私

たちは使命を持っているということを申します。 

  そうすると、平和利用に関しては、先ほどの安倍さんにしても、その他の方のご発言があ

ったときに、委員はアラームを出すだろうとみんな期待するわけですよ。ですから、番組で

は、個人として核兵器は持てない、日本は軍事利用をやっちゃいけないと言うんだけれども、

一方で、核武装した方が国益になるという理論を展開する仲間もいるわけで、論議するのは

自由という考えも出てくるわけですよね。そのときに、原子力委員として、公的にばんとや

った方がいいのか、個人としてちゃんちゃんばらばらやった方がいいのか、迷います。 

（近藤部会長）原子力委員会は原子力基本法に基づいて設置されており、今ここで評価してい

るように平和利用に限ることの担保のための取り組みを行ってきているのです。それに係わ

ることはできませんの一言です。 

  それから、ただ今は皆さんのおっしゃり方は、新聞は最初と最後をくっつけて書いている

ことが多いんだけれども、言っている人たちの表現は割と慎重な言い回しのように思えるん

ですがね。 

（木元委員）議論はしてもいいじゃないか、自由ではないかという流れもあります。でも、持

った方が国益になる、あちらが持てばこちらが持つと。そうなれば、ＮＰＴから脱退するの

かということになるわけですよ。だから、そこが議論するところで、それはできるだろうと

は思うけれども。 

（近藤部会長）それは法律を変えてやるかということでしょう。しかし、現行法体系の中でそ

れはできないことは極めて明白できちんと整理できていると思いますけれども。 

（木元委員）鈴木さんがおっしゃったように、こういういろいろな発言があったときに、原子

力委員会は平和利用の番人であるという立場であるならば、議論は自由におやりくださいと

言うけれども、核兵器は持てないですよということはメッセージとして出してもいいかなと

いう気がしたんですね。 

（近藤部会長）それは今ここでやっていることでしょう。ただ彼らは国会議員だから、何かを

やるために法律を変えることを議論するのが仕事なわけだから、我が国の安全保障のために

は法律を変えて持つことあるべしという議論は政治論としてある。政治家はそのためにいる

わけだから、自己責任で言いたいこと、自ら言うべきと考えるところを言って支持が得られ
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なければ選挙で落ちるわけでしょう。 

（木元委員）落ちるかどうか、わからない…。 

（近藤部会長）それが自己責任の世界なんだから。 

（木元委員）自己責任で言っているのはいいとしても、委員会として…。 

（近藤部会長）委員会は原子力基本法の定めに従って、そういう活動は許可しない、そのこと

は極めて明白でしょう。 

（木元委員）ですから、そのことを言わないと一般の人はわからない。 

（近藤部会長）そういう意見もあるから、政策決定過程を公開して、この政策評価部会も行っ

て、さらに、こういう機会に声明を出してきているわけですよね。 

（木元委員）ここでのメッセージで。 

（近藤部会長）今回の件については、実験の方については事前に予告があったことから、政府

部内でどうするかということは安保理対応も含めて官邸が仕切っていたわけです。そういう

最中に行政府の一員である原子力委員会として、何か発言して存在感を出すと言うことがと

るべき道であるかということ。また中川発言については直ちに総理が反応したところで、そ

の後で政府の行政機構の一つである原子力委員会が何か言う必要があるかどうかという問題

ですね。委員会の議論では、実験については、直ちに声明を出すことと言うことであらかじ

め合意があったので、タイミング良く声明を出すことができた。ただ最後の調整に時間を要

して夕刊に間に合わなかったのは残念でしたが。ただ、意外感が無かったことから、注目度

が低かったということがあるように感じましたがね。 

（木元委員）原子力委員会での私自身のモットーになりますけれども、原子力委員会は「見え

る」こと、「逃げない」こと、それからちゃんと求められている「行動をする」ことという

ことの中で判断すれば、いろいろなやり方はまだあるかもしれないとは思っています。 

（近藤部会長）私どもは我が国の原子力政策が適法に行われるための番人ですから、それを邪

魔するなということ、打撃になるということについて、割とタイミング良く声明を出したつ

もりです。それにもかかわらず余り報道されなかったという現実については、原子力委員会

は当然そう言うだろうと思われていたからかもしれないとまで考えているんです。 

さて、よろしければ３番の国際社会の発信も今の議論の流れの上にあることですが、先ほ

どの５ページの下の⑤のメリット、デメリット、ここはそういう意味で少し丁寧な書き方を

した方がいいと思うんですけれども。何かご意見ありますでしょうか。 

  内藤さん。 
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（内藤専務理事）コメントなのですが、３．２で外務省のところの⑥が外務省の見解として書

かれているのですが、私が発言したものですから、むしろ下の議論の方に移していただいた

方がいいかなという気がいたします。 

  それから、国際社会に対して日本が核不拡散政策に徹している。そして、また透明性の追

求をしているということにつきまして、ちょっと参考までに申し上げますと、先週ＩＡＥＡ

で国際保障措置シンポジウムという、大体３年に１回ぐらい開かれるものですが、実態的に

は５年ぶりだったのですが、ＩＡＥＡ加盟の六十数カ国から２６０名ぐらいの専門家が集ま

りまして、保障措置関係の論文発表をいたしたわけなのですけれども、全部で六十数編の口

頭発表、それからポスターセッションが７０編ぐらいありました。 

  その中で、冒頭いろいろ招待講演者がおりまして、我が国からは日本原燃の松尾常務が我

が国の核不拡散政策、それから特に六ヶ所の再処理施設でどういう保障措置がかかっている

か、そのためにいかに民間レベル、国も挙げてですけれども、核不拡散、保障措置に力を入

れているかということを発表されました。 

  それから、もう一つはポスターセッションでも日本原子力研究開発機構から、透明性向上

ということはどういうことかと、日本の今やっていることが世界のモデルになるのではない

かというご発表がありました。 

  そして、最終日に、シンポジウムのまとめということでハイライトというのが紹介された

のですが、その中で、特に日本について、透明性向上の努力とそれが日本型モデルとして、

世界のモデルになるのではないかという発言があったということが特に言及されていました。 

  また、先のＪＡＥＡのポスターがベストポスター賞に選ばれていました。 

  ということがありましたので、そういった機会を通じて我が国が産官学それぞれ、いろい

ろな機会で情報発信するのは非常に重要なことではないかと思います。 

  以上です。 

（近藤部会長）ありがとうございました。 

  どうぞ。 

（広瀬委員）国際的な発信という点で一言いわせてもらえば、日本がモデルだということは自

他ともに認めると思うんですが、それを公式の場でＰＲしているだけでは足りないような気

がします。現在、もう少し日本で市民レベルまでどうやって届くのかという話をしているの

ですけれども、国際社会においても例えばインドやパキスタンの国民にどのように届くかと

いう、そこまでもう少し日本としてはやってもいいのではないかと思います。そしてそのた
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めには、例えばドキュメンタリーフィルムをつくるとか、あるいはパキスタンあたりですと

そういう反核運動や何かもいろいろありまして、草の根のいろいろな活動をしているという

人たちもいます。何か学校をずっと回るとか、そういう話も随分聞いているんですが、そう

いったところへの日本の一つのモデルを紹介する方法を考えてもいいような気がいたします。 

（近藤部会長）ありがとうございます。 

  ２つあって、１つは内藤さんがおっしゃった続きなんだけれども、海外で学会では結構い

い発表をするんですよね。あれと同じレベルの発表をなかなか日本でやらないですよ。どう

してですかね。不思議なんだと思っているんですけれども、一般にそうなんですよ。それが

一つです。 

  それから、おっしゃるように海外でのそういう活動というのは、外務省又はＮＧＯになっ

ちゃうんですね。ほとんどそうでしょう。最近大学が大学連合とかといって、国際社会の相

手とつないで何かやるようになり、少しずつネットワークもできているんだけれども、なか

なか相手国との間の多岐にわたる、多層のネットワークをつくるということについて、これ

は原子力だけじゃなくて一般的にまだ不足している、でもさてどうしようかとなると、だれ

にお願いをするのがいいかなと思って悩んじゃう。そこを特に原子力界としてどういうふう

にしていくべきなのかなという問題提起と理解しました。この点、鈴木さんは、偏見かもし

れませんがネットワークを持ち過ぎて忙しくて困っていられるようだけれども、何か提案は

ありますか。 

（鈴木委員）率直な体験談なんですけれども、要は外務省のＰＲドキュメントとか、発表とか

は皆さん聞いているわけですね。外国の方々は興味のある方は全部読んでいらっしゃる。だ

けれども、まだ疑惑はあるということについては、これはどうしようもない、ある意味では

ＰＲでは解決できない問題があるので、それは先ほどの木元委員の話じゃないですけれども、

日本全体に対する外交措置に対する信頼感とか、そういうのがあるので、何かＰＲをすれば

解決するような、それもちょっと甘いかなというのが一つですね。 

  それから、もう一つは原子力の今の平和利用計画が核武装という目的でなされているとい

う疑惑があるわけですね。それはないというのははっきり言った方がいいということです。

将来どうなるかわからないというのはまた別の話ですけれども、今プルトニウム利用を進め

ているのが核兵器を持ちたいからではないかということに対しては、明確に否定するという

のが原子力委員会としてやるべきことであって、我々事業者も研究者もそれはもっと強く言

っていいと思うんですね。そこが何か保障措置などで担保されているからオーケーですとい
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うだけではだめで、自分の意思としてこれは平和利用のためにやっているんだというのを明

確に打ち出していくことが一つ最低限できることかなと常に思っています。それが昨日新聞

で報じられた（誓約）運動の趣旨です。それ以外に安全保障の議論として疑惑が出てくるの

は、これはある意味でしようがないことで、安全保障政策として議論すべきだと思います。

だけれども、今の平和利用プログラムがそういうふうに誤解されるのは非常に残念だし、そ

れは我々としてはぜひ否定し続けたいと思っています。 

（近藤部会長）先ほど広瀬先生がおっしゃった問題提起にかかわることですよね。同業者レベ

ルで共通理解をつくる作業をこちらからアクティブにやらなきゃいけないということ、同じ

レベルで情報を持って歩いて、類似の生活空間にいる人たちが同じ思いを持っているんだと

いうことを伝えていくという、そういう活動が大事だということをおっしゃっていると思う

んですけれども、それをどうやって組織化という言葉は悪いんだけれども、その活動のアク

ティビティを上げるかということ、これはここでどうこうするのはなかなか難しいですよね。

浅田さんにもたまには海外でも活動していただきましょうかという、そういうこともあると

思うんだけれども、そういうＮＧＯ活動についてどうやってレベルを上げていくかというこ

と、これは重要かつ難しい課題だと思うんですね。 

  町委員。 

（町委員）今、田中先生もおっしゃっていたんですが、私は原子力にかかわっている人たちの

一つの欠点として、一般の方々にわかりやすい言葉で語りかけることがよくできてない、そ

ういう訓練ができてないことがあると思います。 

  それで、国際原子力機関が一昨年ぐらいから、一般の人にコミュニケートできるニューク

リアコミュニケーターをつくるためのプログラムを始めたんですよ。日本でも特に日本人と

いうのはその辺が上手ではないから、わかりやすくコミュニケートをできる人材をこの保障

措置に限らず、原子力の安全などで訓練することも非常に大事だと思っているんです。そう

いうことを教える学校も余りないし、近藤先生がおっしゃったようなマニュアルもない。そ

れぞれの人がそれぞれの流儀でやっているので、まだ改善の余地があると思います。 

（近藤部会長）それでは、よろしければ４のプルトニウム利用に関する透明性の確保と５の技

術開発をどのようにしたらいいかということについて、鈴木委員。 

（鈴木委員）透明性の確保というふうになっておりますので、そういう意味では毎年今度利用

計画を公表することになったこと、しかも事業者レベルで全部の電力会社が公表されている

ということは非常に評価されるのではないか、事業者レベルまで公表しているのは海外でも
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珍しいと思うんですね。イギリスも確かそうだと思います。これは非常に評価される。一方

で、実はこの表を見せていただいたわけですが、私も１月にも見たんですけれども、これは

非常にわかりにくい。３つぐらい原因があると思うんです。 

  １つは、まず単位が統一されてないんですね。トンで書かれているんですけれども、文部

科学省が毎年出されている統計はキログラムオーダーで出されていまして、ＩＡＥＡにはト

ンオーダーで出されていますけれども、キログラムオーダーで、しかも核分裂性プルトニウ

ムだけではなくて、全プルトニウムの量を出されているのに、今回の出されているのは核分

裂性プルトニウムだということで、一般の人が見たらこれは数値が変わるわけですね。これ

はわかりにくい。 

  それから、この表のわかりにくいのは、何年度に幾ら使うという計画を出すことが原則だ

と思うんですが、最後に年間換算とかというのが出て、これが非常にわかりにくくて、実際

に使う量は幾らというのが重要なのですが明確でない。しかも何年以降に使う予定だという

ことしか書いておらず、さらに利用場所がはっきりしていないものがあるために、分かりに

くい。私は不明な部分というのは不明ということで、これについては原子力委員会は早く明

確にしなさいというぐらいの注意はしてもいいんじゃないか。全体を妥当とする判断以外に、

一部不明な部分については、イエローカードじゃないですけれども注意すべきではないかと

思います。これが２番目ですね。 

  第３に、これは六ヶ所再処理工場の回収されるプルトニウムについて計画を出されている

んですけれども、現在議論されているプルサーマルは欧州で既に回収されたプルトニウムの

利用計画なんですけれども、それが入っていない。その計画もできれば出していただければ、

一体どのプルトニウムをどこで使うかというのがわかるようになるというのが３番目です。

以前は今後１０年間ぐらいの需給バランスを出されておられると思うんですが、それが今の

段階では公式にはないわけですね。これも透明性確保という問題と利用目的のないプルトニ

ウムは持たない。あるいは余剰のプルトニウムを持たないというものについてのバックアッ

プとしては、どうしても弱い。私は実際に海外でこの説明をしたときに、わかってくれる方

が非常に少なかったという事実がありますので、非常に評価は私はしているんですけれども、

改善の余地があるというふうに思っています。 

（近藤部会長）ありがとうございました。 

  ほかに。 

  今の議論はそれぞれ大綱の策定過程で議論されて、今日の姿になっているところです。そ
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こではそれなりに一応理屈を議論をして、整理をしているのです。内外のプルを合わせて説

明しなきゃならないんだということですが、これから分離するものについては説明をと仕切

ってきたわけです。ヨーロッパにあるものについて、日本だけが突出するというかどこまで

頑張るかということも考えたのです。ただ並びだけをおもんばかる世界であってはいけない

のであって、平和利用担保の合理性のところで判断をしなきゃならないということかと思い

ます。今日ここで改訂案を出すわけにはいきませんし、今回の評価で問題を指摘していただ

いて、今後改良すべき点は改良するべしとまとめていくのかと思います。 

  ほかに。 

  最後の技術開発のところについて、結局何となく上にも書いてあるんですけれども、国内

の研究開発体制、この技術、しばらくは新しい施設ができるときに技術が開発されることが

多いので、新しいものが開発されるまではなかなか、いわゆる研究開発の目標が定まらない

ということもあって、なかなか研究が進まないということ、したがってそれに関しては予算

配分をその分野のエキスパートにまかせるのか、そういう問題があるということなんです。 

  それから、国際社会との関係で共同開発とか、そういうことが行われてきたこともあって、

なかなか独自の戦略は今はないんですね。ただ、ＩＡＥＡ等の活動にもうちょっと貢献する

ような研究活動ができるようなリソースが国内にあれば、やることがあるに違いないと考え

る、そこでＩＡＥＡの予算はどうしましょうかと。ＩＡＥＡはセキュリティの問題で大変大

きなお金を使っておられるけれども、ＩＡＥＡのＳＧのＲ＆Ｄに関してもう少し彼等にコン

トロールタワーの役割を期待するのがいいのかどうか、内藤さん、ＳＡＧＳＩというのはこ

の方面はどうなんですか。 

（内藤専務理事）ちょっとご質問を聞き漏らしましたので…。 

（近藤部会長）ＩＡＥＡはセーフガードにかかわる研究技術開発のプログラムプランを持ち、

かつそれに対してのコントリビューションを求めていくというような考え方を持ってないん

ですかということです。 

（内藤専務理事）保障措置局には、保障措置の技術開発を担当しているところがあるんですが、

そこが保障措置局全体の中長期的なストラテジックプランというものから、どういう保障措

置上の研究開発のニーズがあるかということを列挙いたしまして、それに伴ってこういう研

究課題があるということをまとめています。２年計画でつくっておりまして、それを各国に

示して、各国がそのうちのどの部分をサポートできるかということを具体的に提案しており

ます。全体のそういったプロジェクトに関与している国の数を今正確には言えないんですが、
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十数カ国ありまして、その中に日本も入っております。日本はＪＡＳＰＡＳという形でＩＡ

ＥＡのそうしたニーズに対応した研究課題に国内の関係機関が関与して取り組んでおります。

ですから、近藤委員長のご質問に対して端的にお答えすれば、そういった活動はしておりま

すということであります。 

（近藤部会長）ただ、この間のプレゼンにありましたように、なかなかそういう計画に国内Ｒ

＆Ｄ活動をにリンケージしているように見えませんがね。 

（内藤専務理事）今、日本で抱えている課題としては、所要の資金が非常にタイトになってい

るというところはございます。 

（近藤部会長）例えば、ＩＡＥＡがそういう意味の開発、ニーズの要求水準を上げて、ここは

一緒にやらないといけないというとかして、国内の予算が増える仕掛けになりませんかとい

うこと、そういう可能性ありやということを質問したつもりなんだけれども、今は大きなプ

ロジェクトが終わって、なかなか国内でそこに予算を配分するインセンティブがわかないわ

けですよね。 

（町委員）内藤さんにちょっとお聞きしたいんですが、私がＩＡＥＡにいたころに、つまりＪ

ＡＳＰＡＳは日本がやっているとか、そういうことはよく知っていましたけれども、そうい

うような結果が必ずしも本当にＩＡＥＡの査察技術を向上させるために、どのぐらい効果的

に使われていたのかというのが余りよく見えなかったと思います。近藤先生がおっしゃった

ように、むしろＩＡＥＡが中心になって、各国が持っている専門性をうまくインテグレート

して、ＩＡＥＡが必要としている技術を開発することを例えばＣＲＰというプログラムで行

ったらどうか。ＣＲＰというのはいろいろな国の研究者が集まって、一つの目的を達成する

ために国際協力をやっていくプログラムです。これは保障措置では余り使っていない仕組み

かもしれないんですけれども、今後はこのようなものを活用しつつやっていくことが良いと

思います。 

（内藤専務理事）保障措置局も微々たる予算ですけれども、ＣＲＰはあるのですね。例えば、

新たなＮＤＡ機器の開発とか、小型化とか、そういうことに各国が参加するプロジェクトを

組んでやっておりました。特に旧共産圏があったころは、そちらの国はお金がないですから、

そういうＣＲＰを通じて資金供与をしているということがありました。お金がないというの

は、我が国の関係機関もそうだし、ＩＡＥＡもそうなのです。したがって、ＩＡＥＡが独自

の研究開発費を潤沢に持っているわけではなくて、むしろ加盟国の技術開発に頼っていると

ころがあるわけです。したがいまして、リストをつくって、それに対してぜひ貢献してくだ
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さいということで、加盟国から技術的な支援を求めているということです。 

  それで、町委員のコメントでは日本の技術開発が全く生かされてないんじゃいかというよ

うなご印象をお持ちのようなんですが、例えば査察機器に関して汎用の監視封じ込め装置と

か、そういうことでの貢献というのは日本は少なかったかもしれませんが、前回か前々回か

申し上げましたように、特定の施設に対する保障措置機器のシステム統合といいますか、そ

ういうことについては施設者の協力ももらいつつ、また国としての適宜支援をしながら、査

察機器、特に非立会検認といいますか、工程が自動化しているようなところについて、査察

官が実際に立ち入れないようなところの査察機器、自動検認装置の開発、そしてそれをシス

テムに組み上げて、実際の査察に使っていくというところでは、大いに成果を上げていると

ころです。それは六ヶ所の再処理施設についてもそうですし、今後Ｊ－ＭＯＸについてもそ

ういうことでやろうとしているところであります。 

（近藤部会長）この５章の議論を書いてあるのをまとめると、大事だけれども、何となく難し

いなと書いてあるので、評価としては何を言うかなということで悩んでの発言です。 

（内藤専務理事）⑦で書いてあることは、このままですと何もそれ以上の展開がないんですが、

むしろアメリカ等は国が資金を出して、そういった商業ベースには乗り得ない研究開発につ

いて、メーカーにも金を出して所要の成果が出るようにしているんですね。国立研究機関、

ロスアラモスとか、サンディアとか、ブルクヘイブンとか、そういうところに潤沢な資金を

出し、メーカーを巻き込んでいるわけです。だから、そういったことができる仕組みができ

れば、日本としてもそういうすぐれた小型化技術だとか、コンピュータのソフトの部分での

技術的な貢献はあり得るわけですから、それは可能だと思います。だから、ここで記述がと

まっているので、何も解決策がないように思うのですが、所要の資金的な援助があればでき

るということだと思います。 

  実例を挙げますと、実はソニーに我が国が資金を出して機器開発をしたことがあります。

そのころはデジタル技術じゃなくてアナログ技術だったのですね。アナログによるビデオカ

メラがその当時は主流だったわけです。もっと言えば８ミリカメラ、シネカメラのミノルタ

カメラを使った監視装置がＩＡＥＡのワークホースだったわけですね。だけれども、シネフ

ィルムからビデオになり、ビデオがアナログからデジタルになるということでだんだん陳腐

化することは目に見えていたわけです。 

  その中で、町委員が原研にいらしたころなので、多分それでご存じだと思うんですけれど

も、ソニーにデジタル・ビデオカメラ、しかもそれはカメラでただ単に記録するだけではな
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くて、録画のレビュー装置、デジタル化によるメリットはシーンチェンジだとか、そういっ

たところ、ある注目すべき視野を限定いたしまして、そこで何か動きがあれば査察官にアラ

ームを出すと、それによって記録のレビューの負担を削減し、効果的にできるという、そう

いうものを目指して開発したのですが、良いものができながら残念ながら最終的には１台当

たりのコストが商業レベルで計算するとべらぼうに高くなってしまって、とてもＩＡＥＡが

負担できないということでぽしゃってしまったわけですね。そういう事実があって、ＩＡＥ

Ａで日本からの開発技術が利用されているじゃないかというご印象が多分町さんの中にある

んだと思うんですけれども、実態はそういうことだったわけです。 

  ですから、コマーシャルベースに乗るような形で支援しない限りは、なかなか普通のメー

カーがそれに保障措置の機器開発に乗り出してくるということは非常に難しいということで

ございます。 

  以上です。 

（近藤部会長）難しいことですな。 

  どうぞ。 

（鈴木委員）最初にご説明いただいた保障措置関係予算の中の保障措置に関する研究開発経費

というのがここの数値を出すと大体６億円ぐらいなんですけれども、ご説明では８億円とい

うことを聞いたんですが確認お願いします。文部科学省と日本原子力研究開発機構と分かれ

ているんですけれども、文部科学省の予算というのは原子力研究開発機構には行ってないと

いうことですか、ご説明は。これはどちらに、むしろ核物質管理センターとか、あるいは実

際民間のメーカーにお金が流れているんでしょうか。日本原子力研究開発機構の予算という

のは、文部科学省から来てない予算ということなんですか、これはどういうふうに読めばい

いですか。 

（中島補佐）日本原子力研究開発機構にお金が流れていく分については、別計上ということで、

これは重複はしておりません。なので、純粋に足していただいて、これが研究開発経費と見

ていただければ結構かと思います。ただ、文部科学省と書かれている開発調査の分について、

これは個々のお金がどこに流れているのかというところまでは、すみません、今把握はして

ございません。 

（鈴木委員）そうすると、研究開発機構だけではないところでやっているということですか。 

（中島補佐）そうです。 

（鈴木委員）８億円という数字はご説明になっていますか。 
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（中島補佐）全部足すと約８億ぐらいなります。ここに掲げているのが一応全部ということで

ございます。 

（鈴木委員）８億というのは、おっしゃったとおり非常に少ないですよ、全体が少ないから。

これは我々としてはぜひ足りないというもしクレームがあるのであれば、ぜひここはふやし

ていただきたいと、非常に日本としては重要な予算なので、これが先細りになるということ

はできない。 

（近藤部会長）国際社会が共通基盤的に必要とする技術開発のこういうリストがあって、これ

に日本はコンティニアスに貢献をするべきだと、だからふやせという、そこが一番大事で、

そこのリストをＩＡＥＡがお持ちなのか、あるいははたまた日本として深く考えて、こうい

うことに投資するという、そういうつもりだと、我が道を行くつもりで頑張って、みずから

計画を立ててやるべきなのかと、そこのところがイシューだと申し上げたつもりなんですけ

れども、内藤さんがおっしゃったそれを使ってみて、自分の手を挙げてもいいのかなと、そ

ういう議論は国内ではどうなんですか。 

（内藤専務理事）ＩＡＥＡから、こういうＲ＆Ｄ計画があって、それに対して日本からもしか

るべき貢献をしてほしいという要請があるにもかかわらず、我が方として対応する技術があ

るのかということはあるのですけれども、予算的にそれに対応する項目がないということで

応募できないという実態はあるわけですね。ですから、こういう研究をしたいということで、

新たに予算要求しないといけない、しかも予算要求してから実際に使えるまでには下手をす

ると２年近くかかるわけですね。そうすると、ＩＡＥＡのリストに対して即応できるのかと

いうとできないわけです。逆に言えば、そういう何かそういうものに対応できるような自由

なお金があれば、それに対応して即応というのはできると思うのですけれども、日本の今の

予算制度、長期的に何かコミットするということはできなくて、単年度予算主義ですから、

そういった面でなかなか対応しにくいという、予算制度上の問題もあるかもしれません。 

（前田委員）例のアメリカのＧＮＥＰというのは、いろいろなＡＢＲだとか、再処理の技術も

あるけれども、その中で保障措置技術の開発というのが一つのテーマになっていて、アメリ

カも、あるいはフランスも、そういう意味では商業用の大型再処理工場への保障措置という

点では、日本の技術に期待することは大だと、それは技術協力の一つの大きなテーマだとい

うふうに今言われているわけなので、そういう意味ではＧＮＥＰへの協力というのは、一つ

の日本の保障措置に関する技術開発を進めていく一つのインセンティブではあるし、また単

なるインセンティブじゃなくて、重要な機会じゃないかなと、こういうふうに思いますね。
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それがいずれは六ヶ所の再処理工場は動き出したわけだけれども、そういうことで新しく保

障措置技術が開発できれば、それはさらに第２再処理工場とかの方へ将来発展していくとい

う可能性が出てくるので、その辺で国内の保障措置技術の維持、向上ということを図ってい

くべきじゃないかと思うんですけれども。 

（近藤部会長）私はまた余計なことを言いますけれども、保障措置は大きなものにくっついて、

保障措置の技術が開発されてきたという歴史があるんですね。それはここにもあるように、

すべて物があって、そのために必要な保障措置はこれだと、そうすると物がなければ開発は

進まない。こういう構造、これはある意味では原子力予算が厳しい中で予算をつけてくれる

ところが減っているのは当たり前だと思うんですけれども、それから予算がなくなったとき

にはどう技術を維持するのかと。 

  それで、例えばＣＳＴＰにいわゆる安心安全、そういうテーマがあって、そこに要するに

セキュリティとか、保障措置の技術が登録できると、それに手を挙げて、そういう中でそう

いうことにも予算を取りにいくと、いろいろな予算の仕掛け、そういうモチベーションを持

つ人がいて、そういう仕掛けをうまく活用していく、そういう構造にしないと、なかなか今

の日本の予算システムだと、待っていて予算を付けてくれるのは開発の一面となったときだ

け。そうでもないときは、そういうところに勇猛果敢に手を挙げていくということでないと

予算がつきません。 

  それは大学かもしれないな。 

（内藤専務理事）ご指摘のとおりで、そういう問題意識はあるんですけれども、なかなか安心、

安全という公募型に本当にフィットできるような、非常にアピーリングな形にまとめられる

ものがあるかどうかということになると、今のところ手元にはないというところですが、そ

ういった問題意識は持っております。 

（近藤部会長）町委員。 

（町委員）今の話の関連で、外の国から不法に核物質なり、あるいは兵器と関係ある材料など

が持ち込まれることを水際で完全に検知し防ぐようなシステムが日本にあるのか。この辺は

今の安全、安心の分野だと思うんです。地雷の探知技術のプロジェクトに若干関係していま

して、それでは地雷の中に入っている爆薬を中性子やＮＱＲを使って感知する方法を開発中

です。麻薬にも当然原理的には適用できるわけです。麻薬、あるいは爆薬、核物質などが外

から入ってくるのを完全にディテクトできるようなシステムを日本も設備しておく必要があ

るんじゃないかと思います。そういうのは安心、安全のテーマとして、国として取り上げて
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いくべきじゃないかなという気がするのですけれども。 

（近藤部会長）これがまた半分セキュリティのところに入っているんですけれども、頭の整理

をしてみましょうか。内藤さんのところで何かセキュリティの、こういうニュークリアセキ

ュリティの関係で、選択肢じゃなくて専門家として。 

（内藤専務理事）核セキュリティは非常に範囲が広いものですから、当センターの業務として

は核物質管理が本務です。ですから、核セキュリティの中には放射性物質も入ってくるわけ

で、そういったときに、必ずしも当センターの業務の範囲を超えるところもあるわけです。

また、よその国からそういったものが入ってくるのを防ぐということになると、輸出入管理

といいますか、そういったところに、あるいは物流をコントロールするということになりま

すから、我々がそういうところで機能を発揮することが求められているかどうかという、そ

こにもまたかかってくると思います。 

  実態的には、アメリカはメガポート計画というのがあって、アメリカにいろいろな物質が

入ってくるのを防ぐために、出先のところでいろいろな輸出品の検査を水際でやってもらう

というか、そういうことでいろいろ政策を講じているというふうに承知しておりますけれど

も、実態はちょっとよく把握しておりません。 

（近藤部会長）たしか、原材料輸入の水際のチェックでチェックされているという面もあるわ

けで、御指摘のようにその世界の決まりごとにインテグレートされているわけですから、だ

からこれも実はすでに整理したセキュリティの世界の問題ですね。町委員の提案はそのため

のより完全な技術開発をするということをだれがやるのかということをおっしゃったと思う

んですけれども、そこはちょっと整理しないといかんですね。今後に取り上げるＲ＆Ｄのと

ころで考えても良いのかもしれない、整理の方法を考えておいた方がいいと思います。 

  それでは、ちょっと司会者がしゃべり過ぎたようですけれども、一応それぞれについてご

議論というか、ご注意とかいただきましたところですので、この議論を体系化をして、評価

と、今後の課題として整理してまとめられると思うんです。今日ご議論いただいたところを

十分事務局と分析、考えさせていただいて、そういった作業をするのかと思います。そうい

うことで今日は貴重なインプットをいただいてありがとうございました。 

  浅田さん何か、よろしいですか。 

（浅田委員）評価というと、何か対比をするような気がしてしまうんですね。まず、掲げる目

標がありまして、次に具体的な政策がありまして、それについて実際にやったことがあって、

それらはマッチングしていたかどうかという対比です。そういうところから見ると、一般国
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民が、これをさらにどうやって評価したら、読み込んだらいいんだろうと、不安になっちゃ

うんじゃないかと、そういう印象を持ちました。 

（近藤部会長）わかりました。ありがとうございます。今のご指摘も踏まえてまとめていきた

いと思います。 

  それでは、そういうことで、事務局から何か資料を説明しますか、この次の資料。 

（中島補佐）それでは、一言だけ、参考資料第１号ですが、ご意見を聴く会につきまして、前

回概要でお知らせしたところでございますが、時間の方につきましては１１月１７日の１３

時半から１７時までということで、場所は新潟市の朱鷺メッセで行うということで確定いた

しました。 

  また、参考資料第１号を内閣府のホームページに載せるなど、現在その参加者及びご意見

の募集を先週から始めているところでございます。募集につきましては、１１月９日までと

いうことで受け付けてございます。 

  以上でございます。 

（近藤部会長）ありがとうございました。 

  時節柄大変関心が高くなるのかなと思いますので、ぜひご都合がつく限り、専門委員の皆

さんにもご出席を賜れればと思います。 

  それでは、何か事務局から。 

（中島補佐）ご意見を聴く会の後ですが、第１０回の政策評価部会につきまして、１１月下旬

から１２月中旬にかけて開催したいと思っております。恐らく１２月に入るのかと思ってお

ります。日程につきましては、追って調整をさせていただきますので、どうぞよろしくお願

いいたします。 

（近藤部会長）それでは、先生の方は何か。 

  ないですか。 

  じゃ、きょうはこれで終わります。 

  どうもありがとうございました。 

－了－ 


